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   Ｈ０４Ｗ   28/04     １１０　
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   Ｈ０４Ｗ   72/04     １５０　
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【手続補正書】
【提出日】令和1年6月14日(2019.6.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｅＮＢであって、
　コンテンションウィンドウサイズを管理し、
　第１のサブフレームにおける物理下りリンク共用チャネル送信に対応するＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ値に応じて前記コンテンションウィンドウサイズを増大させ、
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ値のうち、所定の割合以上がＮＡＣＫであると判定された場合は
、前記コンテンションウィンドウサイズを増大させ、
　前記第１のサブフレームは、ＨＡＲＱ－ＡＣＫがフィードバックされたライセンス補助
アクセスキャリアによる、以前の下りリンク送信バーストの開始サブフレームである、ｅ
ＮＢ。
【請求項２】
　間欠送信は、ＮＡＣＫとして数えられる、請求項１に記載のｅＮＢ。
【請求項３】
　前記コンテンションウィンドウサイズを使用することによって、バックオフカウンタが
生成される、請求項１に記載のｅＮＢ。
【請求項４】
　コンテンションウィンドウサイズを管理することと、
　第１のサブフレームにおける物理下りリンク共用チャネル送信に対応するＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ値に応じて前記コンテンションウィンドウサイズを増大させることと、
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ値のうち、所定の割合以上がＮＡＣＫであると判定された場合、
前記コンテンションウィンドウサイズを増大させることと、
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　を含む、ｅＮＢ用の方法であって、
　前記第１のサブフレームは、ＨＡＲＱ－ＡＣＫがフィードバックされたライセンス補助
アクセスキャリアによる、以前の下りリンク送信バーストを開始サブフレームである、ｅ
ＮＢ用の方法。
【請求項５】
　間欠送信は、ＮＡＣＫとして数えられる、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記コンテンションウィンドウサイズを使用して、バックオフカウンタが生成される、
請求項４に記載の方法。
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